
別紙１ 

○ 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める

もの等（平成 18年厚生労働省告示第 544号） 

 

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号)第 50 条第１項第４号及び第 215 条第２項、障害者自

立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生

労働省令第 172 号)第４条第１項第１号イ(3)、第５条第２項及び附則第４条第２項、障害者

自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働

省令第 174号)第 12条第１項第５号及び第 90条第２項並びに障害者自立支援法に基づく障害

者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 177 号)第 11 条第１項第

２号イ(3)、第 12 条第２項及び附則第４条第２項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの

提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等を次のように定め、平

成 18年 10月１日から適用する。 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18年厚生労働省令第 171号。以

下「指定障害福祉サービス基準」という。)第 50条第１項第４号に規定する指定障害福祉

サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の

人員、設備及び運営に関する基準(平成 18年厚生労働省令第 172号。以下「指定障害者支

援施設基準」という。)第４条第１項第１号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供

に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準(平成 18年厚生労働省令第 174号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第

12 条第１項第５号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者とし

て厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成 18年厚生労働省令第

177号。以下「障害者支援施設基準」という。)第 11条第１項第２号イ(3)に規定する施設

障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの

(以下「サービス管理責任者」と総称する。) 

イ （略） 

ロ 指定障害福祉サービス(法第 29条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を行

う事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所」という。)又は施設障害福祉サービスを行

う指定障害者支援施設等(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)において提供

される障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスの管理を行う者として配置される者

であって、実務経験者であるものについては、当該指定障害福祉サービス事業所において

行う事業の開始の日又は指定障害者支援施設等の開設の日から起算して１年間(当該事業

の開始の日又は当該指定障害者支援施設等の開設の日が平成 30 年４月１日以降の場合に

は、平成 31年３月 31日までの間)は、イの規定にかかわらず、イ(1)(二)、(2)(二)、(3)(二)、

(4)(二)及び(5)の要件を満たしているものとみなす。 

以下（略） 



○ 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定める

もの（平成 24年厚生労働省告示第 230号） 

 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 49 条第１項の

規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大

臣が定めるものを次のように定め、平成 24年４月１日から適用する。 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第 63号。以下「設備運営基

準」という。)第 49 条第１項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の

管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「児童発達支援管理責任者」という。)

は１及び２に定める要件を満たす者とする。 

１・２（略） 

３ 障害児通所支援事業所又は障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関(以下「障害児

入所施設等」という。)において提供される障害児通所支援又は障害児入所支援の管理を行

う者として配置される者であって、実務経験者であるものについては、当該障害児通所支

援事業所において行う事業の開始の日又は障害児入所施設等の開設の日から起算して１

年間(当該事業の開始の日又は当該障害児入所施設等の開設の日が平成 30年４月１日以降

の場合にあっては平成 31 年３月 31 日までの間)は、前号の要件を満たしているものとみ

なす。 

以下（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




